
（様式）

達成
度

評価対象 評 価 項 目 具 体 的 数 値 項 目
自己
評価

外部アン
ケート等

総合

①「学校の様子がよく分かる」と保護者の８
０％以上が答えている。

教務
部主事

○HPや通信、送迎時の対面等で教育活動の意図や日々の様子を伝え
る。
○保護者会で学部の方針や今後の行事などを説明する。
○授業参観を年数回行い、授業の様子を見てもらう。

A A A

学校からのたより（学部だより、学級通信、連絡帳、保健だ
より、キャリア教育だより、HP等）や保護者会、授業参観な
どにより、学校の取り組みや幼児児童生徒の様子を家庭に
伝えられた。

学校は教育活動に誠実に取り組んでいる。保護者にも学
校の取り組みが伝わってほしい。

・HPや通信での発信の継続と内容の充実。
・書面だけでは伝わり難い部分もあるため、対面での丁寧
な伝達を行う。

②地域や他の関係機関とも連携を図りなが
ら、啓発活動を行っていると感じる職員が８
０％以上いる。

教務
渉外

○行政や関係団体と連携し、作業製品の販売やYouTube等で聴覚障
害や手話について伝えていく。
○学校開放講座を開催し、地域の方々の参加を募る。

A A A
学校開放講座の開催や校外の高等部による作業製品販
売会への参加などを通じて、聴覚障害や手話に関する啓
発活動ができた。

・学校だより等を地域の人が目にする機会があると、学校
の取り組みへの理解が深まり、学校への信頼にもつながる
のではないか。
・学校公開など、手話サークルの人たちも見学できる機会
があると、生徒の卒業後のつながりができてよい。

・聴覚障害に関する情報をアップデートする啓発活動を行
う。
・校内の活動の様子を地域へ発信していく。
・手話サークルなど、本校見学の希望があるため、その受
入れ方を検討する。

③「個別の教育支援計画」について、保護
者の80％以上が有用であると感じている。

教務
部主事

○各部で個別の教育支援計画策定会議を行う。（４月）
○保護者や生徒との個別面談を実施し、共通理解のもと支援を行う。
○必要に応じて教育支援会議を開催する。

A A A
個別面談等により家庭と共通理解のもとに「個別の教育支
援計画」を作成し、適切な支援ができた。

教育支援会議やコンサルテーションの助言等を支援計画
に盛り込み、さらに適切な支援へつなげる。

④学校間交流や居住地校交流、地域の
方々との交流について、子どもにとって有用
であると感じる保護者・職員が８０％以上い
る。

教務
部主事

○年齢に合った目的を持ち、近隣のこども園や保育所や学校との交流
や他県の聾学校、地域の方々との交流を行う。
○居住地校交流の希望に沿って、相手校と調整を行い実施する。

A A A

同年代の幼児児童生徒との交流、地域交流など、幼児児
童生徒にとって意義のある交流を実施できた。今後は本人
や保護者の意向を確認しながら、より充実した交流を実施
したい。

交流を通して、幼児児童生徒ができることが増えていくとよ
い。

幼児児童生徒や保護者の意向を確認しながら、主体的に
参加できる交流の計画・実施をしたい。

⑤地域の幼児児童生徒等に対する相談に
適切に対応し、本人や保護者、在籍校の関
係者等から満足を得ている。

地域支援
部

○地域の幼児児童生徒とその保護者、在籍する園、学校、関係機関か
らの相談に応じ、支援内容、支援方法について検討を重ねる。
○「地域支援だより」を発行、配布する。

A - A
地域の幼児児童生徒等の相談に応じ、在籍園・校や子ど
も、保護者の実態を考慮した支援や配慮等を伝えることが
できた。

特別支援教育コーディネーター、専門アドバイザー、通級
指導教室・教育相談担当・高校通級担当が連携し、よりよ
い支援を行う。幼児児童生徒の実態や環境を把握し、
個々に合わせた支援ができるようにする。

⑥小・中学校等の依頼に応じてサポートを行
い、本人や保護者、在籍校の関係者等から
満足を得ている。

地域支援
部

○園や学校へ訪問し、情報交換、職員研修、難聴理解授業などを行
う。
○「地域支援だより」を発行、配布する。

A - A
園や学校等への訪問、職員研修等を行い、在籍する幼児
児童生徒への理解を深めるための助言を行うことができ
た。

合理的配慮の理解が広がり、在籍校で必要な配慮が受け
られる事例が増えてきた。しかし、配慮内容や難聴学級の
在り方については各学校で差があるので、実情を踏まえな
がら適切な配慮等を伝えていく。

⑦一人一人の聞こえの状態や発達の段階
等に応じたきめ細かな指導がなされていると
保護者・職員の８０％以上が感じている。

教務
研修部

○「個別の指導計画（自立）」を作成し、指導内容や達成度について本
人、保護者と共通理解を行ったうえで、指導を行っていく。
○モジュール学習を取り入れ、継続的な指導を行っていく。

A A A
担任と本人・保護者が合意のもとで「個別の指導計画（自
立）」を作成し、個に応じた適切な指導ができた。

・学校は個別の指導計画を作成し、個に応じた指導を行っ
ていることが分かった。
・手話に限らず、様々なコミュニケーション手段があることを
今後も指導してほしい。

・個別の指導計画（自立）の充実と活用。
・モジュール学習により個に応じた継続的な指導を行って
いく。

⑧生活指導（いじめ防止等）や教育相談が
適切に行われていると考えている保護者・職
員が８０％以上いる。

生徒指導
部

○いじめに関する定義や措置について、教職員へ周知を図る。
○幼児児童生徒へ挨拶、励まし、賞賛等による働きかけを日常的に行
い、発達支持的生徒指導を推進する。
○希望者にはSCとSWのカウンセリングを実施する。

A A A

幼児児童生徒の生活指導（あいさつ等の基本的生活態
度、いじめ防止、教育相談等）について、家庭、学校、必
要に応じて関係機関（スクールカウンセラー等）で情報を
共有しながら取り組めた。

発達支持的生徒指導がさらに推進されるような方策を図
る。法に基づく対応および組織的対応も継続して周知を図
る。SC,SWを積極的に活用し、未然防止等に役立てる。

⑨学力の向上・定着のために、わかる授業
の工夫や課題、補習を行い、保護者から８
０％以上の満足を得ている。

教務
部主事

○ICTを効果的に活用して教材を工夫し、分かる授業を展開する。
○教師と生徒、生徒同士の対話的な学習を行い、思考力を養う。
○各種検定や模擬試験への挑戦を促す。

A A A

見て分かる教材の工夫や課題の設定、個別学習、補習等
に取り組んだが、児童生徒の学習の定着や学力向上のた
めには、教師の手話力、授業の展開の工夫、児童生徒と
のかかわり方など、より工夫が必要である。

ICTの活用、教材の工夫など、授業の準備にも時間をかけ
ていることが分かる。

・ICTの活用に加え、教師の手話力向上、授業の展開の工
夫、児童生徒とのかかわり方の見直しなどを行う。
・各種検定や模擬試験への挑戦を引き続き促す。

⑩学部内または学部を超えて学習の指導
方法や情報交換を行い、授業の改善が図ら
れていると感じる職員が８０％以上いる。

研修部

○学部を超えて各教科の情報交換会を実施する。
○初転任者が他の教員の授業を参観できる期間を設ける。（5月）
○学部ごとに研修部会を開き、課題の共有や支援の方法を検討し、実
践する。

A - A
教師同士で授業を参観したり、学部を越えた各教科の情
報交換会を行ったりしたことは、課題の共有や支援の方法
を検討し、授業の改善につなげることができた。

教科ごとの情報交換の場で、互いに実践している指導など
について共有する取り組みを今後も続ける。また、校長授
業観察の予定を校内で共有し、互いの参観を促すよう働
きかけるようにする。各部の研修部会では、係を中心に学
部としての課題を共有し、授業改善につながるよう研修を
進める。

Ⅳ　聴覚障害教
育の専門性があ
る特別支援学校
を目指す取り組
みが行われてい
ますか。

６　専門性の維持向上
が図られていますか

⑪手話や日本語教育、聴覚支援、障害者
福祉などの専門知識や技術が向上したと考
えている職員が８０％以上いる。

教務
研修部

○手話力向上委員会を立ち上げ、校内の手話研修を充実させる。
○外部講師による全体手話研修を実施する。
○関聾研等の研修会に参加したり、情報共有を行ったりする。

A A A

手話力向上委員会の立ち上げにより、校内研修は充実
し、職員の手話技術は向上している。しかし、現場で使える
手話力や聴覚障害教育に関する専門性を身につけるには
継続的な研修が必要である。

専門性の向上に向けて、高い意識を持ち、組織的に取り
組んでいて良い。

・転任者が聴覚障害や聴覚障害教育に関する基礎的な
内容を理解できるよう教職員向けのガイドブックを作成、配
付する。
・手話力向上のため、継続的に研修を行う。

６　健康に関する配慮
や対応を適切に行って
いますか。

⑫幼児児童生徒一人一人の健康上の配慮
や対応について、家庭と学校が連携して取り
組み、８０％以上の保護者から理解を得て
いる。

保健部

○ホームルームや朝の会で健康観察を行う。発達段階に応じて、ICTを
用いた健康観察も取り入れていく。
○専門家や養護教諭による歯磨き指導を継続する。歯みがき指導の結
果を家庭にも知らせ、保護者のコメントをいただいたり、歯磨きカレンダー
を活用したりなど、家庭と連携して取り組む。
○職員は救急法講習を受け、緊急時の対応の仕方を確認する。

A A A
緊急時に対応できるよう救急法を学ぶとともに、幼児児童
生徒の健康上の配慮や対応について、本人または保護者
と学校とで連絡を取りながら取り組むことができた。

給食だよりを通して食育に取り組んでいるなど、給食に関
する項目を加える。

７　危機管理体制が確
立され、緊急時への備
えができていますか。

⑬緊急時の対応や施設・設備の安全に備え
た訓練や点検が行われていると感じる職員
が８０％以上いる。

安全管理
部

○火災・地震や不審者に備え、避難訓練を実施する。
○教職員による安全点検を毎月行う。（月に１回実施）
○年間２回以上、全校もしくは各部で清掃奉仕活動を行う。

A A A
学校における非常時（火災･地震・不審者等）の訓練や安
全に対する教育を、幼児児童生徒の発達段階に合わせて
適切に行い、緊急時への備えができた。

聾学校は避難所に指定はされていないが、地域と一緒に
避難訓練などができたら、より安心して学校生活が送れる
のではないか。

・生徒の実態に合わせ、非常事態を知らせ、緊急時にでき
るだけ全体に情報が共有できるように方策を考える。

８　キャリア教育の視点
から、指導内容を整理
して系統的な指導を
行っていますか。

⑭学級活動（ホームルーム活動）をはじめ、
学校教育全体で自分や将来を考える活動
が、主体的な進路選択に役立っていると感
じる保護者が８０％以上いる。

進路指導
部

○保護者会で進路に関する内容を説明したり、キャリア教育だよりを発
行したりする。また、キャリアパスポートや掲示板を活用して児童生徒が
将来を考える機会を増やす。
○児童生徒と保護者に対して、進路希望調査を実施する。（年１～２
回）

A A A
学校は、個別面談や進路に関する講演会、進路希望調
査、キャリア教育だよりの発行などを通して、児童生徒が将
来を考えられる機会を提供できた。

・幅広く情報を収集するとともに、児童生徒の実態や進路
希望に対応できる情報提供を定期的に行う。
・キャリアパスポートだけでなく、将来を考える材料として、
行事や就業体験などの振り返りを蓄積していく方法を検討
する。

９　保護者、関係機関
との連携のもとに発達
段階に応じた進路指導
を行っていますか。

⑮他機関と連携し、進路（含むキャリア教
育）関係の行事を年間３回以上実施してい
る。

進路指導
部

○保護者が参加可能な進路行事の通知を出したりHPに掲載したりして、
周知する。
○企業の採用担当者との懇談会やハローワークの出前授業、一般企業
や福祉サービス事業所の見学会、卒業生の話を聞く会等を実施する。

A A A
一般企業や福祉サービス事業所の見学会、卒業生やその
保護者の話を聞く会等、年齢や発達段階に応じた進路行
事を適切に計画・実施できた。

・生徒、保護者、教員のニーズに合った講演会を計画し、
より多くの保護者が参加できるようにHP等で発信をしてい
く。
・企業、行政、相談支援事業所等との連携を一層推進し
ていく。

Ⅶ　将来の自立
に向けた寄宿舎
の指導を行ってい
ますか。

10　身辺自立･社会自
立に向けた指導を行っ
ていますか。

⑯身辺自立や社会自立に向けた指導が、
個に応じて行われていると感じる保護者・職
員が80％以上いる。

寄宿舎
○学舎連絡会議を年間2回以上行う。
○寄宿舎通信、すずらん会だより、HPを通じて寄宿舎での生活の様子や
取り組みを発信・共有する。

A A A
学舎連絡会議や寄宿舎保護者懇談会を行うほか、日頃
から指導員・担任・保護者で情報共有を行い、個に応じた
適切な指導を行った。

引き続き、kinakoなどの校務支援のシステムによる情報共
有を活用し、正確な記録を誤解のない伝え方で素早く伝え
るなどで、寄宿舎と学部で連携していく。

Ⅱ  地域の特別
支援に関するセン
ター的な役割を
果たしています
か。

３　障害のある幼児児
童生徒の教育につい
て、助言援助に努めて
いますか。

群 馬 県 立 聾 学 校 学 校 評 価 一 覧 表 （ 令 和 ７ 年 度 版 ）

羅
針

方　　　　策

点検・評価

学校関係者評価 次年度の課題

Ⅰ　幼児児童生
徒の地域における
豊かな生活の実
現に向けて努め
ていますか。

１  保護者、地域、関
係機関に学校の教育
活動について、具体的
に伝えていますか。

２　保護者、地域、関
係機関との共通理解が
深まり、有効な支援が
行われていますか。

達成状況の分析

Ⅲ  幼児児童生
徒一人一人の実
態に応じた適切
な指導をしていま
すか。

４　個に応じたきめ細か
な指導を行っています
か。

５　指導内容の定着を
図る授業が行われてい
ますか。

Ⅴ  健康や安全
の確保に努めて
いますか。

Ⅵ  将来の生き
方に結びつく進路
指導を行っていま
すか。


